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１．評価を終えて 

 

去る９月から進めて参りました令和６年度の政策評価委員会では、昨

年度からスタートした「栗山町第７次総合計画」に掲げられた１５３あ

る個別事業の中から一定の基準により絞り込み、各分野より計３事業を

選定し評価を行いました。 

本報告書のまとめに至る全６回の委員会においては、「町民の目線」

による評価を行い、外部評価の意義や必要性、評価方法等についての確

認・協議はもちろん、各事業の知識を深めるための事前学習会の開催

や、事業担当課からのヒアリングにより事業内容や課題等の把握に努

め、公正・公平かつ慎重に審議を重ねてきました。 

今回から委嘱を受けて初めて政策評価を行った委員も多く、さらに

「栗山町第７次総合計画」では事業体系が変わり各個別事業の実施内容

も幅広くなったことも加え、勉強と苦悩の日々ではありましたが、常に

「町民の目線」を意識し、より良い事業の改善に向けた評価に取り組ん

で参りました。官民一体となった事業の展開と成果の一助としていただ

くべく、本委員会の評価結果をご報告申し上げる次第です。 

最後になりますが、本委員会の有識者委員として的確なご助言等を頂

戴しました北星学園大学教授・鈴木克典教授、また、活動をサポートし

てくれた事務局職員のご協力に対しまして心から御礼申し上げます。 

 

栗山町政策評価委員会 委員長  三浦 浩 
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２．評価結果（総合判定及び総合コメント） 

 

事 業 名 栗山高校の生徒確保と希望進路を実現する 

支援策の充実を図ります。 
事業期間 R5～R12 担当課所 学校教育課 学校経営改善室 

政策体系 

Ⅱ 教育 

（1）学校教育 ⑦栗山高校の魅力づくり 

☑ 重点   ☑ 充実   □ 新規 

事業概要 
栗山高校生徒への各種支援策の充実を図り、希望進路を実現する卒業後の進

路選択の多様性を図る。 

R6 計画 ①生徒の進路希望の実現 

 ○進学・公務員模擬試験受験料補助         100 千円 

 ○資格取得試験受験料補助              200 千円 

 ○海外研修補助＠700 千円×2 人-128 千円 1，272 千円 

②定員確保と募集間口 2 間口維持 

 ○部活動の大会等派遣費補助            6,300 千円 

 ○部活動通学支援補助                 400 千円 

 ○部活動遠征交通費補助                500 千円 

 ○「スキー学習」交通費補助                 123 千円 

 ○学生寮寮費補助  

60 千円/3×6 か月×16 人＋62 千円/3×6 か月×16 人 3,904 千円 

45 千円×12 ヶ月×15 人               8,100 千円 

 ○入学準備支援金補助 

  ＠30 千円×22 人（栗中卒）              660 千円 

  ＠15 千円×28 人（町外生徒）             420 千円 

 ○道立高校 1 人 1 台端末購入費補助 

  ＠33 千円×50 人                   1,650 千円 

 ○学習指導支援サービス補助 

  ＠（6,710 円×50 人）＋（6,160 円 62 人）     718 千円 

 ○通学支援（通学バス・通学費補助）の検討 

 ○給食提供の検討（施設整備等） 

 ○支援補助金及び学校ＰＲ用配布資料 

  ＠35 円×2,900 枚×1.1                112 千円 

 ○栗山高校就職前ガイダンスの開催協力 

 当初予算額 

 
24,459 千円 
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事 業 名 広域組合の共同処理（焼却・埋立）により、安定したごみ処理

体制を構築します。 
事業期間 R5～R12 担当課所 環境政策課 環境政策 G 

政策体系 

Ⅰ 生活  

（1）ごみ処理 施策 ①ごみの減量化・資源化の推進  

☑ 重点   ☑ 充実   □ 新規 

事業概要 
広域運営による廃棄物共同焼却処理や最終処分場整備により、安定的かつ長期

的なごみ処理体制構築。 

R6 計画 焼却灰処理委託業務（1,650ｔ焼却 ※主灰12％・飛灰4.4％） 

  （主灰）    ＠42円×198,000㎏×1.1＝9,147,600円 

  （飛灰）    ＠42円× 73,000㎏×1.1＝3,372,600円 

  （主灰・飛灰）＠ 1円×271,000㎏（循環資源利用促進税）＝271,000円 

計 12,791,200円≒12,792,000円 

 

道央廃棄物処理組合負担金 

 内訳 組合議会及び執行機関の運営経費             2,412,105円 

     最終処分場建設地の選定に要する経費            438,186円 

     廃棄物焼却施設の建設に要する経費           11,550,524円 

     廃棄物焼却施設維持管理費                 71,208,008円 

                         計  85,608,823円≒ 85,609,000円 

                                              合計98,401,000円 

 当初予算額 

 
98,401 千円 
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事 業 名 栗山町への移住・定住を促進します。 
事業期間 R5～R12 担当課所 若者定住推進課 若者定住推進 G 

政策体系 

Ⅳ 産業 

（3）観光・交流 ①観光・交流の推進 

☑ 重点   ☑ 充実    □ 新規 

事業概要 
きめ細やかな移住相談と移住者支援、栗山町の魅力を発信し、本町への移住・定

住を促進します。 

R6 計画 ①くりやま移住促進協議会助成金       2,000千円 

②移住コーディネーター報酬等         3,598千円 

 通信費・研修費用                   60千円 

③ＵＩターン等促進奨学金返済助成          300千円 

 ＵＩＪターン移住支援金               1,000千円 

④フラット３５地域連携 

⑤空き家流通促進事業 

・窓口強化                     5,940千円 

・地域おこし協力隊                 5,192千円 

 （報酬3,192千円+活動費2,000千円）×1名 

・空き家プラットホーム構築         

⑥空き家利活用支援事業                700千円 

 

 当初予算額 

 
18,790 千円 
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３．活動方針 

 

１．活動目的 

 栗山町政策評価委員会（以下「委員会」という。）は、栗山町第７次総合計

画に基づき、行政が実施する事業について、町民の視点による客観的な評価

を行い、今後の方向性または取組に関する提言等を行う。また、本町の政策

評価制度の充実に向けた提言を行う。 

 

２．評価対象事業の選定 

評価対象事業は、栗山町第 7 次総合計画に基づき、町が令和６年度に実施す

る事業の中から下記の選定目安に準じ、委員会が選定する。なお、評価対象事

業数は３事業程度とする。ただし、行政側からの評価希望事業の提示につい

ても可能とする。 

【選定目安】 

 ①町民の生活に身近であるなど、町民目線による評価が有効と考えられる事

  業。 

 ②第７次総合計画に掲げる重点プロジェクトに該当し、町の個性的な（独自 

  性のある）取り組みが可能な事業。 

 ③一定の事業の進捗があり、現時点の評価が有効な事業。 

 ④令和６年度に実施する事業であり、令和７年度以降も継続が見込まれる事

  業。（単年度事業は含まない） 

 ⑤町長公約に関する事業 

 

３．評価・判定項目及び判定基準 

評価項目は①必要性、②公平性、③協働性、④実施方法、⑤事業成果の５項目

とし、項目ごとに視点及び判定基準を設定する。また、総合判定項目は①計画

通りに進める、②改善を検討、④抜本的見直しの３項目とし、項目ごとに判定

基準を設定する。（資料 3参照） 

 

４．評価手順 

行政が行う内部評価の結果を参考に、担当課からのヒアリングを行い、委員個

人による「個人評価」、委員会による「総合評価」を経て評価結果を決定する。 

個人評価では、前項３における評価項目の視点と判定基準により、各委員は採

点を行い、その理由を含めて「個人評価シート」を作成する。 

総合評価では、委員会において個人評価シートの内容を共有し、前項３におけ

 



9 

る総合判定項目の判定基準により「総合判定」を決定するほか、事業改善に向

けた各委員からの意見や提言は「総合コメント」として整理したうえで、「評価

集計シート」を作成する。なお、総合判定及び総合コメントは、協議内容を踏

まえて委員長及び副委員長が案をまとめ、委員会が評価結果として決定する。 

また、必要に応じて、評価対象事業に関する事前学習、現場調査等を実施する。 

 

５．報告書の作成・提出 

委員会は、評価結果などをまとめた報告書を作成し、町長に提出する。町長は、

その結果を十分に尊重して最終評価を決定し、事務事業の見直し及び改善、予

算の編成等、町政の運営に反映するよう努めるとともに、町民に対する情報公

開を行う。 

 

６．有識者委員（アドバイザー）の助言 

委員会は、評価が円滑に進むよう有識者委員を設置し、その助言を求めること

ができる。 

 

７．その他 

  この方針に定めるもののほか、必要な事項については、委員長が別に定める。



10 

４．活動経過 

 

開催時期 内  容 活動段階 内部評価（行政） 

令和 6年 

9 月 30 日 

第１回栗山町政策評価委員会 

○政策評価制度・政策評価委員会の概要説明 

○委員会役員の選出 ○活動方針・活動計画の検討 

○評価対象事業の案の説明 

 
 

 

 

令和 6年 

10 月 23 日 

第２回栗山町政策評価委員会 

○評価対象事業の協議・決定 

○現地視察の有無、ヒアリング日程確認 

  

 

 

令和 6年 

11 月 6 日 

第３回栗山町政策評価委員会 

○各事業における評価項目と各視点の確認（ポイントの共有） 

○評価対象事業ヒアリングの実施 １事業目 

（評価視点に基づく事業担当職員からの説明・質疑応答） 

  

 

 

令和 6年 

11 月 20 日 

第４回栗山町政策評価委員会 

○評価対象事業ヒアリングの実施 2 事業目 

（評価視点に基づく事業担当職員からの説明・質疑応答） 

  

 

 

令和 6年 

11 月 27 日 

第５回栗山町政策評価委員会 

○評価対象事業ヒアリングの実施 3 事業目 

（評価視点に基づく事業担当職員からの説明・質疑応答） 

  

 

 

令和 6年 

12 月 11 日 

第６回栗山町政策評価委員会 

○評価対象事業の各委員評価報告 

○総合判定及び総合コメントの検討 

○報告書の構成検討 

  

 

 

 

令和 6年 

12 月 25 日 

第７回栗山町政策評価委員会 

○町長への報告書提出及び意見交換 

  

 

 

 

令和 7年 

2 月予定 

第８回栗山町政策評価委員会 

○令和７年度予算及び事業内容の改善点（評価反映状況）の確認 

○令和７年度活動計画（素案）の確認 

○政策評価制度の課題点と改善点の検討・確認 

  

 

 

 

評価の実施 
（評価決定） 

評価後の確認 
（振り返り、評価反映状況） 

評価の準備 
（活動内容確認、評価

対象事業の決定） 

１次評価（担当課評
価） 

10 月上旬～下旬 

評価の実施 
（事業ヒアリング） 

最終評価（町⾧評価） 
1 月中旬～下旬 

２次評価（副町⾧評価） 
12 月下旬～1 月中旬 

評価の実施 
（報告書提出） 
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５．評価項目と判定基準 

 

（１）個人評価：評価項目と各視点 

評価項目 視点 

①必 要 性 ・現時点において実施すべき事業である（長期的な視点も含める） 

・行政が実施すべき、または関与すべき事業である 

・社会情勢や町民ニーズに事業の目的が合致している 

②公 平 性 ・対象者の範囲（年齢、性別、分野など）が適切である 

・対象者への支援やサービスの提供に偏りがない 

・利用料など対象者（受益者）の負担内容は適正である 

③協 働 性 ・対象者への情報提供（周知）が適切に行われている 

・対象者や関係者との情報共有や意見聴取（会議、懇談など）が適 

切に行われている 

・対象者や関係者の積極的な事業参加につながっている 

④実施方法 ・対象者のニーズや意見などの把握・分析に基づいて実施している 

・内部評価結果における改善内容を踏まえて実施している 

・事業目的を達成するため適切なコスト（事業予算）で実施している 

⑤事業成果 ・数値目標（活動指標、成果指標など）に基づき事業目的に対する

努力や成果がみられる 

・数値目標以外において事業目的に対する努力や成果がみられる 

・事業目的の達成に向けて適切な改善策を講じている（改善の必要

無しを含む） 

 

 

 

（２）個人評価：評価項目の判定基準（採点目安） 

【５点】○印が 3つ該当し、そのほかにも評価すべきことがある 

【４点】○印が 3つ該当 

【３点】○印が 2つ該当 

【２点】○印が 1つ該当 

【１点】○印の該当なし 

※上記の判定基準は目安であることから総合的に判断し採点する。 

※一つの評価項目につき５点満点（事業全体では２５点満点） 
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（３）個人評価・総合評価：総合判定項目及び判定基準 

 

  

総合判定項目 判定基準 

①計画通りに 

進める 

事業目的や方向性が適正であり、効果的な実施方法が採用され

ており成果が認められる。継続して実施すべきである事業 

 

※政策評価委員会として今後さらに成果を高めるための提案

等がある場合も含む（効果的と思われる新たな手法、事業規

模の拡充など） 

※成果とは、活動指標や成果指標をはじめ事業目的の達成に向

けた明確な数値や実情などを指す 

 

②改善を検討 

事業目的や方向性に問題はないが、成果が認められず実施方法

について改善の検討を要する事業 

 

※事業課題に対して、対象者の見直し、他機関との連携強化、

制度の普及・周知拡大など、実施手法や内容の改善 

※補助・交付単価、再積算による見直しなど事業費の改善 

 

③抜本的見直し 
事業目的や方向性に問題があり、抜本的な改善や他の類似事業

への統合も含め、事業自体の見直しについて検討を要する事業 
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令和 6 年度 栗山町政策評価委員会  個人評価シート 
 
 

委員氏名  計画事業名 

   

 
 

評価 
項目 

視点 
（その他に評価すべきことは記述） 

該当 
（○印） 

評価理由 
点数 

（1～５）

①
必
要
性 

現時点において実施すべき事業である（⾧
期的な視点も含める） 

 
 

 

行政が実施すべき、または関与すべき事業
である 

 

社会情勢や町民ニーズに事業の目的が合致
している 

 

 
 

②
公
平
性 

対象者の範囲（年齢、性別、分野など）が適
切である 

 
 

 

対象者への支援やサービスの提供に偏りが
ない 

 

利用料など対象者（受益者）の負担内容は適
正である 

 

 
 

③
協
働
性 

対象者への情報提供（周知）が適切に行われ
ている 

 
 

 

対象者や関係者との情報共有や意見聴取
（会議、懇談など）が適切に行われている  

対象者や関係者の積極的な事業参加につな
がっている 
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評価 
項目 

視点 
（その他に評価すべきことは記述） 

該当 
（○印） 

評価理由 
点数 

（1～５）

④
実
施
方
法 

対象者のニーズや意見などの把握・分析に
基づいて実施している 

 
 

 

内部評価結果における改善内容を踏まえて
実施している  

事業目的を達成するため適切なコスト（事
業予算）で実施している 

 

 
 

⑤
事
業
成
果 

数値目標（活動指標、成果指標など）に基づ
き事業目的に対する成果がみられる  

 

 

数値目標以外において事業目的に対する成
果がみられる 

 

事業目的の達成に向けて適切な改善策を講
じている（改善の必要無しを含む）  

 
 

 

総
合
判
定
項
目 

(
い
ず
れ
か
に
○
) 

計画通りに進める  
合
計
点
数 

(
①
␚
⑤
合
計
点
) 

／25 点 
改善を検討  

抜本的見直し  

総
合
判
定
理
由 

 

改
善
策
等
提
案 
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６．委員名簿 

 

・栗山町政策評価委員会設置要綱の規定に基づき、委員会は５人以内の一般委員及

び１人の有識者委員（アドバイザー）をもって組織。 

・一般委員の全員を公募により決定した（町広報及び町ホームページにて募集周知）。 

・委員の任期は令和７年３月３１日まで。 

（委嘱開始年度の差により細山委員の任期は令和６年３月３１日まで） 

 

区分 氏 名 備 考 
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７．【参考】評価集計シート（各委員の個人評価） 

 

 

事務事業名 事業番号 40  
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事務事業名 事業番号 3 広域組合の共同処理（焼却・埋立）により、安定したごみ処理体制を構築します。  
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事務事業名 事業番号 106 栗山町への移住・定住を促進します。 


